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1．はじめに
　近年，文化財分野の予防的保存 preventive 
conservationの考え方では，「問題を予測し，
予防する」ことが重要とされており，これに伴
い，生物被害対策において総合的有害生物管
理Integrated pest management: IPM）の検討
と現場レベルでの導入が実施されている 1）。文
化財IPMとは「博物館・美術館・資料館・図書
館・文書館等の建物において考えられる有効で
適切な技術を合理的に組み合わせて使用し，文
化財害虫がいないこと，カビによる目に見える
被害がないことを目指して，建物内の有害生
物を制御し，その水準を維持する」という考え
方である2）。文化財IPMを導入する際の最初の
ステップとしては，①現状の分析と問題点の
洗い出し，②IPMの責任者（あるいは対策委員
会）の設置が挙げられる 1）。また， IPMの対象
を「文化財だけ」とするのではなく，「人（来館
者，職員）」，「設備等」も含めることが重要と
される 1）。具体的な生物被害管理プログラムで
は，5段階のコントロール（回避Avoid→遮断
Block→発見（点検）Detect→対処Respond→
復帰Recover）を実施することになるが 1），こ
の中で予防的措置にあたる日常管理に該当する
のは，回避，遮断，発見（点検）であり，これ
らは基本的な作業に位置付けられる。
　前記のようなプログラムを実践していく際に
は，作業自体や有害生物のことだけではなく，
文化財がおかれた「環境」についても考えるこ
とが大切である。文化財の展示保存環境は，環
境条件が厳密に制御された収蔵庫のようなとこ
ろだけではなく，屋外，歴史的建造物，博物館
等として設計されていない建物も含まれるの
で，展示収蔵環境を段階的にレベル分けし，各

施設（建物）に合った対策を講じていく必要が
ある3）。
　しかし，展示収蔵環境となる建物自体が重要
文化財として指定された歴史的建造物である場
合，「遮断」のための加工や処置を建物に行う
ことが現状変更にあたり，対応が難しいことも
少なくない。また，前記のような理由から対策
が困難と判断され，対策が講じられていない
ケースもあると想像される。
　東京都庭園美術館では，2014（平成26）年か
ら公益財団法人文化財虫菌害研究所（以下「文
虫研」という。）とともに館内の虫菌害調査を実
施しており，その結果に基づいて，文化財IPM
の考え方に則った防除対策を講じている。本稿
では，その具体的な事例や手法を紹介するとと
もに，歴史的建造物において対策を講じる際の
注意点，効果，今後の課題についても示してお
きたい。

2．東京都庭園美術館について
2-1　館の概要
　東京都港区にありながら自然豊かな環境を有
する東京都庭園美術館は，歴史的建造物を活用
した美術館である。当館は，本館，新館，茶室，
庭園等から構成され，本館は国指定重要文化財
の旧朝香宮邸にあたり，美術館として現在も活
用されている4）。
　美術館の周囲には，隣接する国立科学博物
館附属自然教育園を含む広大な白金の森があ
り，敷地内には芝庭・日本庭園・西洋庭園の
3つの庭園があるなど，広い緑地に囲まれた中
で美術館活動が行われている（図1）。館の周
囲には，昆虫類だけではなく，ホンドタヌキ
Nyctereutes procyonoidesなどの哺乳類 5）を含
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む多種多様な生物が生息している。

2-2　文化財について
　当館は，旧皇族の朝香宮鳩彦王・允子妃の邸
宅として1933（昭和8）年にこの地に建てられ
た 4）。美術館として活用されている本館（写真
1）は，1923（大正12）年にフランス・パリで開
催された“アール・デコ博覧会”に鳩彦王・允
子妃が訪問し，その様式美に魅せられたことが
影響して，アール・デコ様式を用いて建設さ
れた。日本における本様式を用いた貴重な建
物として評価され，2015（平成27）年には，国
の重要文化財として本館，茶室，正門，正門横
のチケット売り場棟（旧門衛所）や倉庫・車庫
などの建物に加え，塀や敷地全体が指定されて

いる 注1）。2014（平成26）年以降は，その前年に
竣工した新館（写真2）でも展示を行っており，
新旧2つの建物を使用しながら年間4本の展覧
会を開催している。
　展示環境やIPMといった面から述べると，
当館は元々邸宅として造られた本館（旧朝香宮
邸）を本来とは異なる目的で活用しているた
め，それによって生じる諸問題を日々検討・対
策しながら美術館活動を行っている施設といえ
よう。
　諸問題の一例としては，温湿度管理の難しさ
が挙げられる。美術品や資料を保護するために
は，通常，年間を通して急激な変動がないよう，
できる限り一定の温湿度を維持することが求め
られるが，本館では温湿度を空調で強制的に一
定に保とうとすると，冬場には窓に結露が発生
してしまう。しかしながら，展示作品を保護す
るためには温湿度を自然に任せたままとするこ
とは好ましくなく，結露が発生しないよう別の
方法を考える必要があった。詳しくは後述する
が，例えば，窓ガラスを単層から複層へ変更し
て断熱性を高める，結露が発生した場合は結露
水を除去するなどし，カビが発生するリスクを
軽減するといった対策を講じている。
　本館の特徴としては，重要文化財である建物
を保存・保護する視点と，美術館（展示空間）
として活用する視点の両方を常にバランスよく
もつ必要があるという点が挙げられる。

注1）	2015（平成17）年の重要文化財指定前の1993（平成5）年には，本
館のみ東京都有形文化財（建造物）として指定されていた。

写真1　東京都庭園美術館本館（旧朝香宮邸）
1933（昭和8）年竣工

写真2　東京都庭園美術館新館
2013（平成25）年竣工

図1　東京都庭園美術館敷地図
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2-3　空調設備や展示作品など
　当館では，絵画・彫刻・ガラス・工芸・紙資
料・写真・染織・家具などを幅広く展示してお
り，こうした中には温湿度変化の影響を受けや
すい，かつ，虫菌害に加害されやすい資料も含
まれることから，注意が必要となっている。
　新館が竣工した2013（平成25）年の工事の際
に，本館・新館には美術館・博物館で一般的に
使用され温湿度調整が可能なエアー・ハンドリ
ング・ユニット（以下，AHUという。）が導入
されており，両建物とも夏場は23±2℃・50±
5%，冬場は20±2℃・50±5%の設定範囲内で
運用が可能である。
　サーモカメラ（写真3）で本館内の部屋を撮
影すると，AHU導入済の各エリアでは，温度
のムラが比較的少なく，設定範囲内の温度で運
用ができている（写真3）。各所の天井に設置さ
れている空調吹出口からの風量も大きいため，
サーキュレーターを追加導入せずとも，空気が
室内を循環している状況にあると考えられる。
温度測定や記録は，データロガーや自記温湿度
記録計で実施可能だが，サーモカメラを活用す
ることで同室内の温度分布を可視化でき，得ら
れる情報量が多いことから，当館では有効的に
活用している。
　温湿度を司る空調機器関連は，幾度かの改修
を経ている。本館が美術館として活用され始め
た1983（昭和58）年から1994（平成6）年までの
期間は，室内床置き型の空調機が設置されてい
たが，1994（平成6）年の改修工事の際，室内床

置型空調から天井吹出型の空調への変更がなさ
れた。写真4，5に示した本館大広間の例では，
1994（平成6）年までは窓ガラス部分に空調機
を嵌め込んでいたものが，1994（平成6）年の改
修工事の際に，天井に開口部（スリット）を入
れ，空調吹出口を設ける形に変わっている。
　現在のように安定した温湿度を維持できるよ
うになるまでには，本館の活用開始時から，途
中，空調設備の更新や美術館機能，展示保存環
境の向上を工夫し続けている。一朝一夕では解
決の難しいことや新たな問題が顕在化すること
もあるが，対策を継続することにより，現状の
維持と問題の萌芽段階での除去を行っている。

写真3　サーモカメラによる大食堂の撮影

写真4　平成6年改修工事前の大広間

写真5　現在の大広間

文化財の虫菌害85号（2023年6月）
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3．�展示環境に関する課題と対策について
3-1　文化財IPMの実施
　当館では，2014（平成26）年から継続して，
文虫研に年1回の虫菌害調査を依頼し，現状把
握と問題点の洗い出しを行っている。例年7～
8月にかけて調査注2）を行い，9月末頃に調査報
告書が提出され，10月以降に当年度の調査で示
された問題点とその優先度を勘案し，解決方法
を検討した上で対策を講じている。前年度の対
策結果は，当館と文虫研の間で共有がなされ，
翌年度の調査時には対策箇所の状況を注視した
上で調査結果が示されるため，対策の良し悪
し，効果の見える化が可能となっている。
　温湿度管理については，IPMの観点からいえ
ば，カビの発生抑制に重要であり，特に留意し
ている事柄の一つである。しかし，空調機能だ
けで本館の温湿度を安定させることは難しく，
本館各所にデータロガーを設置し，各部屋の
日 ・々季節毎の状況を監視している。計測した
温湿度データには，部屋毎の特徴や傾向が如実
に現れるため，問題の理由を探り，解決方法を
検討した上で対策を講じている。データロガー
で異常が検知されたり，同室内で温度の偏りな
どが見られたりした場合は，前記のサーモカメ
ラ等による詳細な調査で温度分布や外気の流入
を明らかにすることもある。
　当館でのIPMを考える上で特筆すべき物の
一つが，1933（昭和8）年から残るスチール製

（鋼製）外部建具の存在である。一部は，美術
館への改修時にスチール製からアルミ製へ交換
されたが，スチール製建具は展示室各所に残さ
れている。かつて主流であったスチール製建具
は，酸素と水があれば錆びを生じるという金属
特性から，多くの建物で経年劣化に伴い新しい
建具に交換されてきた。一部とはいえ，90年近
くも鋼製建具が残っていることは稀であり，大
変貴重なものである。しかし，貴重であり守る
必要がある一方で，その実は虫の侵入口になっ

注2）	調査メニューは，①エアーサンプラーを用いた微生物環境調
査，②変色試験紙（環境モニター）を用いた空気質調査，③昆虫
用のトラップ調査の3種であり，調査中に併せて目視調査も行
う。調査後には，結果だけではなく，対策や優先度を含めた報
告書を提出している。

ていたり，外気が流入していたりと，外界との
接点であるため，美術館活動，展示環境管理を
考える上では丁寧な対応が求められる箇所の一
つである。こうしたウィークポイントにあたる
ことや物は，館や環境，展示資料によっても異
なってくると考えられる。

3-2　昆虫類侵入対策のあれこれ
　虫菌害調査の結果，本館では前述したスチー
ル製外部建具周辺のトラップで多くの昆虫類の
捕獲が確認された。現行の建具では，枠と扉の
間にパッキンが取り付けられているため，外気
や小型昆虫が入りこめる隙間はほとんどない
が，古くから存在する当館のスチール製建具に
は隙間が見られるため，徘徊性昆虫類がこの隙
間を介して侵入し，その付近で多く捕獲されて
いると考えられた。
　こうした状況を受け，扉の下に防虫ブラシを
取付け侵入経路の遮断を講じたところ，その翌
年の調査で捕獲数が激減し，建具下の隙間が
侵入口であったことが証明された（写真6，7）。

写真6　スチール製建具の例

東京都庭園美術館における虫菌害の防除対策とIPM取り組み事例
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前記の防虫ブラシは，本館だけではなく新館の
自動扉やトラックヤードのシャッターにも取り
付けており，いずれの地点でも侵入防止に一定
の効果を発揮している。
　しかし，自動ドアなどは構造上の問題から隙
間を完全に塞ぐことが難しく，閉扉状態でも隙
間が生じるため未だに昆虫類の侵入が確認され
ており，これらの対応は今後の課題である。
　他の侵入防止対策としては，排水口への対応
がある。この排水口は本館室内に開口してお
り，配管が屋外に通じているため，付近の粘着
トラップで主に歩行性昆虫類の捕獲が確認され
ていた。こうした状況を受け，排水口内に金タ
ワシなどを詰め込んだり，バックヤード等の排
水口蓋に目の細かい金網を取付けたりして，昆
虫類の侵入経路を物理的に遮断した（写真8，
9）。
　これらの対策は，いずれも1933（昭和8）年

からの部材に穿孔等の加工や欠損を生ずる方法
ではなく，不要となれば着脱可能なように取付
けを行っている。重要文化財である旧朝香宮邸
の価値を守りながら，美術館として活用し，展
示環境を整備していくという考え方に基づき実
行可能な形で対策を講じている。
　なお，ブラシの装着は付属の粘着テープを用
いるため，施工対象が指定を受けた歴史的建造
物である場合には，使用の可否を検討する必要
があり，館職員だけではなく関係各署とも調
整，確認などが必須となる。対策の検討につい
ては，当館担当者や現状変更に関わる部署のみ
ではなく，外部の専門家などにも積極的に意見
を求めている。専門家からは，最新の研究成果
に基づく助言や論文などを提示される機会も多
く，担当者の知識や知見向上を含め，プラスの
効果が大きい。
　前記以外にも，外部進入を防ぐため出入口の
近傍に水際対策として粘着トラップを設置する
ことや，砂埃や枯葉などが入り込みやすい新館
のトラックヤード等では日々の定期的な清掃に
加え，除去しきれなかった塵埃などに気が付い
た職員が，清掃員へ連絡し掃除を依頼するな
ど，こまめに対応している。建物を美術館とし
て活用する以上，入館者とともに昆虫類やカビ
胞子，塵埃などが入り込むことを完全にブロッ
クすることは不可能であるが，入り込む数，量
を日々の対策によって少しでも減らしていくこ
とで，文化財IPMの“建物内の有害生物を制御
し，その水準を維持する”を実践している。

写真7　 防虫ブラシの装着例（グラウンドレベルに 
設置）

写真8　室内にある排水口写真

写真9　写真8の排水口蓋を開けた様子

文化財の虫菌害85号（2023年6月）
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3-3　カビの発生予防
　カビの発育条件としては，温度，水分，酸素，
水素イオン濃度，栄養素の5つが挙げられるが，
カビ制御という視点から重要なものは，温度，
水分（湿度），栄養素である6）

　カビの発生予防としては，次項に挙げた温湿
度コントロールの他，定期的な清掃による塵埃
の除去，浮遊菌調査によるカビ胞子量の測定を
実施している。温湿度コントロールによりカビ
が発育できない相対湿度 60％ RH 以下となる
よう環境を維持し，清掃によりカビの栄養源と
なる有機物を含む塵埃の除去を行う。また，対
策の効果を把握するため，浮遊菌調査の測定結
果を活用している。
　調査結果によると，特に本館は外気の流入に
伴って屋外から一定量のカビ胞子が入り込んで
いることがわかっているが，清掃によってそれ
らが除去されていることで，カビ発生のリスク
が軽減されている。
　しかし，一部屋単位では問題がないように見
えても，結露の発生により局所的に湿度が高く
なる地点の存在も明らかとなっており，その把
握と対応を継続している状況にある。

�3-4　温湿度コントロールの難しさ
　2013（平成25）年の工事の際に，温湿度の調
整が可能なAHUが導入されているとはいえ，
本館では空調機以外にも温湿度コントロールを
行うための工夫が必要な状況にある。
　前記のとおり，当館では各部屋の年間の温湿
度変動を把握するため，データロガーを各所へ
設置している。開始当初ロガーは全域で計 10
台のみだったが，現在では本館だけで計34台
が常時データを取り，監視を続けている。配
置したデータロガーで蓄積されたデータによ
り，本館内に数か所存在する空調換気ダクトへ
向かって空気が動くこと，小さく分けられた各
部屋の温湿度が互いに影響し合っていることが
分かってきた。こうした空気の流動が発生して
いることから，AHUのみに頼ると空調装置へ
の負荷が大きく，しかも温湿度は安定しないた
め，温湿度の変動に作用する様々な事柄を明ら

かにしながら，安定化を図るという方針をとっ
ている。
　取得した温湿度データにより，スチール製の
外部建具の隙間から外気の流入があり，それに
よって温湿度の微妙な変動が生じているという
結果が示された。温湿度の変動要因は，外気流
入が全てではないが，隙間へ着脱可能な詰め物
をするなどして，外気ができる限り入り込まな
いための工夫を重ねている（写真10）。

3-5　結露対策
　当館の展示空間の特徴の一つとして大型窓の
存在が挙げられるが，建物としての魅力である
半面，冬場は外気と室内空気の温度差により結
露が発生しやすい場所となる。結露の発生は液
体の水の存在を意味し，カビの発育にも直結す
ることから，優先的に取り組むべき課題であ
る。
　本館は，昭和初期に建てられた鉄筋コンク
リート製の建物であるため，壁中にグラスウー
ルなどの断熱材が使用されておらず，断熱性能

写真10　 扉の召し合せ部分の隙間に不織紙を入れて
いる様子

東京都庭園美術館における虫菌害の防除対策とIPM取り組み事例
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が極めて低い。そのため，冬場に暖かく加湿さ
れた空気が冷たいガラスや窓枠に接触すること
で即座に結露を生ずる。
　窓ガラスを単層から複層にして二重ガラスの
間に空気層（断熱層）を作ることで結露は発生
しにくくなるため，アルミ製建具へ改修された
窓については，複層ガラス化を5年かけ少しず
つ実施してきた。その結果，アルミサッシ枠自
体の結露は軽減できなかったものの，窓ガラス
に付着する結露量は大幅に減少した（写真11，
12）。
　しかしながら，歴史的建造物の一部であるス
チール製建具などについては，複層ガラス化が
難しいため，毎朝の結露除去作業や窓下に結露
受けとしてタオルを置くなどの地道な対策を講
じている。
　結露対策という目的は単一であったとして
も，対象となる文化財（部材）のバックグラウ
ンドによって用いることができる手法が異なる
ため，状況に応じた対策を検討している。
　結露の発生は，木部や鉄など材質の劣化も引

き起こす。実際，結露が生じていた窓の両脇に
あるカーテンを収納する空間（カーテンボック
ス）は，結露等の水分によりベニヤが破損し，
ボックスの入隅部分に隙間が生じていた 7）。隙
間は，昆虫類の侵入や外気の流入口となること
が懸念されたため，修理以前は簡易的に隙間に
詰め物をして塞ぐなどの処置を行っていた。
　2021（令和3）年度に，展示環境を改善する
ことを目的に工事を行い 7），現在では隙間はな
くなっている。しかしながら，現在も結露発生
のリスクを完全に取り除くことはできていない
ため，修理材に防腐・防湿剤を塗布したり，ボッ
クスの中に箪笥の水分を取りのぞく調湿材を入
れ、データロガーにより温湿度状況を把握した
りするなどして，できる限り木材の劣化が進行
しないよう対策を講じている。

4．まとめ
　重要文化財建造物の現状や課題を把握し，保
存・活用を図るために必要な事項を明確化する
ためには，保存活用計画の整備が必須であり，

写真12　複層ガラス化完了後
小客室	（平成30年時点）

写真11　単層ガラス
第一応接室	（平成30年時点）
※現在は複層ガラス化完了

文化財の虫菌害85号（2023年6月）
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実際に多くの歴史的建造物において策定とそれ
に基づく修理の実施が行われている 8）。文化財
IPMを含む虫菌害対策に関わる事柄の中には，
保存活用計画に織り込んだ方が実行しやすいも
のも多いため，当館においては，修理を単なる
修繕とは考えず，環境改善のためのステップと
位置付け，修理によって得られる改善効果も考
えながら計画の策定を進めたい。
　計画を立てていく段階で重要なことは，現状
把握であり，得られた情報の共有にある。
　冒頭でIPMの実施には責任者の存在が重要
であると書いたが，これは責任者のみが対処す
るということではなく，責任者を中心として館
に関わる全員が当事者意識をもつことが重要と
いう意味である。当館においても，著者の高橋
だけではなく他の職員とも知識や情報の収集と
共有を図っており，昆虫類，温湿度，空気環境
などに関する相談の場が設けられているので，
今後は更にこれらを活用していきたい。問題解
決に対するアイディアの多様化や情報伝達の効
率化も図っていきたいと考えている。
　加えて，館職員のみで対応が困難な事柄に対

しては，各分野の専門家と調整を図りながら，
より正確かつ最新の情報，知見の蓄積につとめ
ることも併せて進めていきたい。
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